
 奈良県広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程をここに公

布する。 

  令和７年３月３１日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団企業管理規程第２６号 

   奈良県広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、奈良県広域水道企業団職員の給与に関する規程（令和７

年３月企業管理規程第１７号。以下「給与規程」という。）第２３条から第

２６条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 （期末手当の支給を受ける職員） 

第２条 奈良県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準等に関する条例（令

和７年２月条例第３２号）第１８条前段の規定により期末手当の支給を受け

る職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員（給与規程第２

４条各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員（第１

号又は第４号に該当する職員のうち、それぞれ同号に該当する在職期間と次

の各号のいずれかに該当しない在職期間とを有する者を除く。）以外の職員

とする。 

 (1) 無給休職者（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」と

いう。）第２８条第２項第１号の規定に該当して休職にされている職員の

うち、給与の支給を受けていない職員をいう。） 

 (2) 刑事休職者（法第２８条第２項第２号の規定に該当して休職にされてい

る職員をいう。） 

 (3) 停職者（法第２９条第１項の規定により停職にされている職員をいう。

） 

 (4) 専従休職者（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律

第２８９号）第６条第１項に規定する許可を受けている職員をいう。） 

 (5) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休業をしている職員の

うち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間（企業長が定める

これに相当する期間を含む。）がある職員以外の職員 

 (6) 自己啓発等休業職員（奈良県広域水道企業団職員の自己啓発等休業に関

する条例（令和７年２月条例第２６号）第２条の規定により自己啓発等休

業をしている職員をいう。） 



 (7) 配偶者同行休業職員（奈良県広域水道企業団職員の配偶者同行休業に関

する条例（令和７年２月条例第２７号）第２条の規定により配偶者同行休

業をしている職員をいう。） 

第３条 次に掲げる職員には、期末手当を支給しない。 

 (1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職

員であった者 

 (2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者 

  ア 給与規程の適用を受ける職員 

  イ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（期末手当を支給

される者に限る。） 

  ウ 特別職に属する職員（企業長が定める者に限る。） 

 (3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者 

  ア 国又は他の地方公共団体の職員（企業長が定める者に限る。） 

  イ 公庫等職員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第

７条の２第１項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。）（企業長が

定める者に限る。） 

  ウ その他ア及びイに掲げる者に準ずる者として企業長が定めるもの 

第４条 給与規程第３４条第６項ただし書の企業長が定める職員は、前条第２

号及び第３号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。 

第５条 基準日前１月以内において給与規程の適用を受ける職員としての退職

が２回以上ある者について前２条の規定を適用する場合には、基準日に最も

近い日の退職のみをもって、当該退職とする。 

 （特定幹部職員とする職員） 

第６条 給与規程第２３条第１項の企業長が定める職員は、給与規程別表第３

の規定による管理職手当の区分（第８条において「管理職手当の区分」とい

う。）が１種、２種又は３種の職を占める職員（休職にされている職員のう

ち給与規程第３４条第１項に該当する職員以外の職員を除く。）とする。 

 （加算を受ける職員及び加算割合） 

第７条 給与規程第２３条第４項の企業長が定める職員の区分は、別表第１の

職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の１００分の２０を超えない範囲内で

企業長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合

とする。 

第８条 給与規程第２３条第４項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲

げる職員とする。 

 (1) 第６条に規定する職員 



 (2) 奈良県広域水道企業団一般職の任期付職員の採用等に関する規則（令和

７年３月規則第１２号）第３条第１項の給料表（以下「任期付職員給料表

」という。）の適用を受ける職員（３号給以下の号給を受ける職員を除く。

） 

２ 給与規程第２３条第４項の１００分の２５を超えない範囲内で企業長が定

める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合

とする。 

 (1) 第６条に掲げる職員のうち管理職手当の区分が１種の職を占める職員及

び前項第２号に掲げる職員のうち任期付職員給料表の６号給以上を受ける

職員 １００分の２０ 

 (2) 第６条に掲げる職員のうち管理職手当の区分が２種の職を占める職員及

び前項第２号に掲げる職員のうち任期付職員給料表の５号給を受ける職員

 １００分の１５ 

 (3) 第６条に掲げる職員のうち管理職手当の区分が３種の職を占める職員及

び前項第２号に掲げる職員のうち任期付職員給料表の４号給を受ける職員

 １００分の１０ 

 （期末手当に係る在職期間） 

第９条 給与規程第２３条第１項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受

ける職員として在職した期間とする。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

 (1) 第２条第３号及び第４号に掲げる職員として在職した期間については、

その全期間 

 (2) 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員並びに第２条第

６号及び第７号に掲げる職員として在職した期間については、その２分の

１の期間 

 (3) 休職にされていた期間については、その２分の１の期間 

 (4) 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をしている職員又

は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員（以下「育

児短時間勤務職員等」という。）として在職した期間については、当該期

間から当該期間に算出率（奈良県広域水道企業団職員の育児休業等に関す

る規則（令和７年３月規則第１７号）第２１条の規定により読み替えられ

た給与規程に規定する算出率をいう。第１７条第２項第４号において同じ。

）を乗じて得た期間を控除して得た期間の２分の１の期間 

 (5) 法第２６条の２第１項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務し

なかった期間については、その２分の１の期間 
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 (6) 法第２６条の３第１項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務

しなかった期間については、その２分の１の期間 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間については、除算は行わ

ない。 

 (1) 公務傷病等による休職者（給与規程第３４条第１項の規定の適用を受け

る職員をいう。以下同じ。）であった期間 

 (2) 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員として在職した

期間のうち、次に掲げる期間 

  ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条

例第７条に規定する期間内にある育児休業であって、承認に係る期間（

当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１月

以下である育児休業をしている職員として在職した期間 

  イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条

例第７条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、承

認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算し

た期間）が１月以下である育児休業をしている職員として在職した期間 

第１０条 前条第１項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。 

 (1) 基準日以前６月以内の期間において、次に掲げる者が給与規程の適用を

受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職し

た期間 

  ア 法第２２条の２第１項第２号に掲げる者 

  イ 特別職に属する職員 

 (2) 基準日以前６月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与規程

の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者とし

て在職した期間 

  ア 国又は他の地方公共団体の職員（企業長が定める者に限る。） 

  イ 公庫等職員（企業長が定める者に限る。） 

  ウ その他ア及びイに掲げる者に準ずる者として企業長が定めるもの 

２ 前項の期間の算定については、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 （一時差止処分に係る在職期間） 

第１１条 給与規程第２５条第１項（給与規程第２６条第４項及び第３４条第

７項において準用する場合を含む。）に規定する在職期間は、給与規程の適

用を受ける職員として在職した期間とする。 

２ 前条第１項第１号ア及びイに掲げる者、同項第２号アからウまでに掲げる

者並びに法第２２条の２第１項第１号に掲げる者が引き続き給与規程の適用



を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在

職期間とみなす。 

 （一時差止処分の取消しの申立ての手続等） 

第１２条 給与規程第２５条第４項（給与規程第２６条第４項及び第３４条第

７項において準用する場合を含む。）の規定による一時差止処分の取消しの

申立ては、その理由を明示した書面で、企業長に対して行わなければならな

い。 

 （勤勉手当の支給を受ける職員） 

第１３条 奈良県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準等に関する条例第

１９条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそ

れぞれの基準日に在職する職員（給与規程第２６条第４項において準用する

給与規程第２４条各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げ

る職員（第２号中の第２条第４号に該当する職員のうち、同号に該当する在

職期間と同条各号のいずれかに該当しない在職期間とを有する者を除く。）

以外の職員とする。 

 (1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。 

 (2) 第２条第３号又は第４号に該当する者 

 (3) 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休

業条例第１１条第２項に規定する職員以外の職員 

 (4) 第２条第６号又は第７号のいずれかに掲げる者 

第１４条 次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。 

 (1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職

員であった者 

 (2) 第３条第２号（イに掲げる者を除く。）及び第３号に掲げる者 

 (3) 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員 

２ 第５条の規定は、前項の場合に準用する。 

 （勤勉手当の支給割合） 

第１５条 給与規程第２６条第１項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に

規定する職員の勤務期間による割合（同条及び第２０条において「期間率」

という。）に第１９条に規定する職員の勤務成績による割合（同条及び第２

０条において「成績率」という。）を乗じて得た割合とする。 

 （勤勉手当の期間率） 

第１６条 期間率は、基準日以前６月以内の期間における職員の勤務期間の区

分に応じて、別表第２に定める割合とする。 

 （勤勉手当に係る勤務期間） 



第１７条 前条に規定する勤務期間は、給与規程の適用を受ける職員として在

職した期間とする。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

 (1) 第２条第３号及び第４号に掲げる職員として在職した期間 

 (2) 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員（第９条第３項

第２号ア及びイに規定する職員を除く。）及び第２条第６号及び第７号に

掲げる職員として在職した期間 

 (3) 休職にされていた期間（企業長が定める期間以外の公務傷病等による休

職者であった期間を除く。） 

 (4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じ

て得た期間を控除して得た期間 

 (5) 奈良県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準等に関する条例（令和

７年２月条例第３２号。以下「給与条例」という。）第２２条の規定によ

り給料を減額された期間 

 (6) 法第３８条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減

額された期間 

 (7) 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病、通勤（地方公務員災害補償

法（昭和４２年法律第１２１号。以下「補償法」という。）第２条第２項

及び第３項に規定する通勤をいう。）による負傷若しくは疾病（企業長が

定める疾病を除く。）により勤務しなかった期間から奈良県広域水道企業

団就業規則（令和７年３月企業管理規程第１０号。以下「就業規則」とい

う。）第３条第１項に規定する週休日、就業規則第８条第１項の規定によ

り割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超過勤務代休時間

を指定された日並びに就業規則第１０条に規定する休日（就業規則第１１

条第１項の規定により代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時

間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日）（次号に

おいて「週休日等」という。）を除いた日が３０日を超える場合には、そ

の勤務しなかった全期間。ただし、企業長が定める期間を除く。 

 (8) 就業規則第１５条第１項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しな

かった期間から週休日等を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務

しなかった全期間 

 (9) 就業規則第１５条第１項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しな

かった期間が３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

 (10)育児休業法第１９条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務し

なかった期間及び育児休業条例第３０条第１項の規定による承認を受けて



勤務しなかった期間の合計が３０日を超える場合には、その勤務しなかっ

た全期間 

 (11)法第２６条の２第１項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務し

なかった期間 

 (12)法第２６条の３第１項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務

しなかった期間 

第１８条 第１０条第１項の規定は、前条に規定する給与規程の適用を受ける

職員として在職した期間の算定について準用する。 

２ 前項の期間の算定については、前条第２項各号に掲げる期間に相当する期

間を除算する。 

 （勤勉手当の成績率） 

第１９条 奈良県広域水道企業団職員の定年等に関する条例（令和７年２月条

例第２０号）第１２条の規定により採用された職員（第５項において「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）以外の職員の成績率は、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が

定めるものとする。ただし、企業長は、その所属の給与条例第１９条第１項

の職員が著しく少数であることその他の第１号ア及びイに定める成績率によ

り難い特別の事情があると認める場合には、別段の取扱いをすることができ

る。 

 (1) 直近の業績評価（基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。

）の全体評語が上位（全体評語の段階が中位より上であることをいう。以

下同じ。）又は中位の段階である職員（第４号に掲げる職員を除く。） 

当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定め

る割合 

  ア 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の１１３を超え１００分の２０

５以下（給与規程第２３条第１項に規定する特定幹部職員（以下この条

において「特定幹部職員」という。）にあっては、１００分の１３３を

超え１００分の２４５以下） 

  イ 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０３．５を超え１００分の１１

３以下（特定幹部職員にあっては、１００分の１２３．５を超え１００

分の１３３以下） 

  ウ 勤務成績が良好な職員 １００分の１０３．５（特定幹部職員にあっ

ては、１００分の１２３．５） 

 (2) 直近の業績評価の結果がない職員（次号の企業長が定める職員及び第５

号に掲げる職員を除く。） １００分の１０３．５（特定幹部職員にあっ



ては、１００分の１２３．５） 

 (3) 直近の業績評価の全体評語が下位（全体評語の段階が中位より下である

ことをいう。以下同じ。）の段階である職員（第６号に掲げる職員を除く。

）その他企業長が定める職員 １００分の９７．５以下（特定幹部職員に

あっては、１００分の１１７．５以下） 

 (4) 任期付職員給料表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区

分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 

  ア 勤務成績が優秀な職員 １００分の８７．５を超え１００分の１８７

．５以下 

  イ 勤務成績が良好な職員 １００分の８６ 

 (5) 任期付職員給料表の適用を受ける職員のうち、直近の業績評価がない職

員（次号の企業長が定める職員を除く。） １００分の８６ 

 (6) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員その他の企業長が定

める職員 １００分の８０以下 

２ 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語につい

て、当該職員より上位である職員（人事評価に係る最終の評価者が成績率を

定めようとする職員と同一である職員に限る。）の成績率を超えてはならな

い。 

３ 第１項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位又は中位の段階

である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第１号ア

からウまで及び第４号ア又はイのいずれに並びに当該職員の成績率を定める

とき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全

体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近

の業績評価の全体評語が付された理由、個別評語及び当該個別評語が付され

た理由その他参考となる事項を考慮するものとする。 

４ 第１項第１号ア及びイに掲げる職員として成績率を定める者の数について

基準となる割合は、企業長が定める割合の範囲内で企業長が定めるものとす

る。 

５ 人事交流等の事情により、直近の業績評価の結果がない職員について、企

業長が必要と認める場合には、第１項第２号の規定にかかわらず、企業長が

定めるところにより、同項第１号及び第３号に掲げる職員の区分のいずれか

に該当するものとみなすことができる。 

６ 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。 

 (1) 直近の業績評価の全体評語が上位又は中位の段階である職員 １００分



の５０以上（特定幹部職員にあっては、１００分の６０以上） 

 (2) 直近の業績評価の結果がない職員（次号の企業長が定める職員を除く。

） １００分の５０（特定幹部職員にあっては、１００分の６０） 

 (3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員その他企業長が定め

る職員 １００分の４８以下（特定幹部職員にあっては、１００分の５７

以下） 

７ 第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。この場合にお

いて、第３項中「職員について同項第１号アからウまで及び第４号ア又はイ

のいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並

びに」とあるのは「職員の成績率を定めるとき及び」と読み替えるものとす

る。 

 （勤勉手当の加算額） 

第２０条 給与規程第２６条第１項に規定する勤勉手当の加算額は、企業長が

定める額に期間率を乗じて得た額とする。この場合において勤勉手当基礎額

に成績率を乗じて得た額に当該額を加算して得た額を、勤勉手当基礎額で除

して得た割合は、同項各号に掲げる職員の区分に応じて、同項各号に掲げる

割合の範囲内でなければならない。 

 （支給日） 

第２１条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第３の基準日欄に掲げる基

準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄

に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは同欄の定める日前においてそ

の日に最も近い金曜日とする。 

２ 企業長は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、

別に期末手当及び勤勉手当の支給日を定めることができる。 

 （端数計算） 

第２２条 給与規程第２３条第１項の期末手当基礎額又は給与規程第２６条第

１項前段の勤勉手当基礎額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り

捨てるものとする。 

 （その他） 

第２３条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

  



別表第１（第７条関係） 

職員 加算割合 

職務の級８級以上の職員 １００分の２０ 

職務の級７級及び６級の職員 １００分の１５ 

職務の級５級及び４級の職員 １００分の１０ 

職務の級３級の職員 １００分の５ 

 備考 加算割合が１００分の１５、１００分の１０又は１００分の５と定め

られている職員で企業長が特に必要と認めたものの加算割合は、当該職員

について定められている加算割合に１００分の５を加えた割合とする。 

 

別表第２（第１６条関係） 

勤務期間 割合 

６月 １００分の１００ 

５月１５日以上６月未満 １００分の９５ 

５月以上５月１５日未満 １００分の９０ 

４月１５日以上５月未満 １００分の８０ 

４月以上４月１５日未満 １００分の７０ 

３月１５日以上４月未満 １００分の６０ 

３月以上３月１５日未満 １００分の５０ 

２月１５日以上３月未満 １００分の４０ 

２月以上２月１５日未満 １００分の３０ 

１月１５日以上２月未満 １００分の２０ 

１月以上１月１５日未満 １００分の１５ 

１５日以上１月未満 １００分の１０ 

１５日未満 １００分の５ 

０ ０ 

 

別表第３（第２１条関係） 

基準日 支給日 

６月１日 ６月３０日 

１２月１日 １２月１０日 

 


